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衆議院内閣委員会ニュース 

平成 25.12.4 第 185 回国会第 12号 

 

12 月 4日（水）、第 12回の委員会が開かれました。 

 

 

（質疑者及び主な質疑内容）

後 藤 祐 一君（民主） 

・政府案に関する自由民主党・公明党・民主党の合意書に

おいて、雇用と年金の接続のための措置の検討を修正事

項として入れた。その検討に当たっては、附帯決議案と

して記載した事項と同様に、政府は、職員団体との意見

交換を行いつつ、合意形成に努めることとしていただき

たい。この点について、菅内閣官房長官の見解を伺いた

い。 

・同合意書における「級別定数関係事務に関する見解」に

は、内閣人事局が求めないような細々とした資料を人事

院は求めるべきではないとする趣旨が含まれていると考

えるが、この点についての稲田国務大臣及び原人事院総

裁の所見を伺いたい。 

・同合意書における附帯決議案には、政府は、内閣総理大

臣補佐官等の内閣を支えるスタッフの拡充について検討

することが盛り込まれているが、稲田国務大臣の所見を

伺いたい。 

 

大 島   敦君（民主） 

・公務員制度改革を巡るこれまでの経緯を踏まえて、法案

提出の経緯について、衆法（第 16号、第 17号及び第 18

号）提出者の見解を伺いたい。 

・国・地方合わせて 330 万人とされる公務員のうちいわゆ

るノンキャリア公務員のやる気を引き出すことこそが公

務員制度改革の根本思想と考えるが、そのためにはどの

ような課題が残っていると考えるのか、稲田国務大臣の

見解を伺いたい。 

 

 

赤 嶺 政 賢君（共産） 

・級別定数について、人事院と内閣人事局の判断が異なる

場合は、どちらが優先されることになるのか、稲田国務

大臣の見解を伺いたい。 

・級別定数は、これまで第三者機関である人事院が担って

きた。政府案において使用者側に当たる内閣人事局に最

終的な決定権があるとすると、第三者機関による国家公

務員の労働基本権制約の代償としての意味合いが大きく

後退してしまうと考えるが、稲田国務大臣の見解を伺い

たい。 

 

杉 田 水 脈君（維新） 

・法律で身分が保証されている公務員について、なぜ職員

団体を結成することが認められているのか、また、国・

地方における職員団体の結成状況はどうなっているのか、

説明を伺いたい。 

・職員団体が政治活動を行うこと、また、職員団体におけ

る公務員以外の存在の有無、これらを踏まえた職員団体

の今後の在り方について、稲田国務大臣の見解を伺いた

い。 

 

山之内   毅君（維新） 

・幹部育成課程における研修について、今後どのように進

めていく方針なのか。稲田国務大臣の所見を伺いたい 

・抜てき人事を実現するために、幹部職の一般職から特別

職への移行や公募を進めていく必要があるのではないか。

後藤田内閣府副大臣の所見を伺いたい。 

 

１ 国家公務員法等の一部を改正する法律案（内閣提出第 19 号） 

  国家公務員法等の一部を改正する法律案（渡辺喜美君外３名提出、衆法第 10号） 

  幹部国家公務員法案（渡辺喜美君外５名提出、衆法第 15 号） 

  国家公務員法等の一部を改正する法律案（津村啓介君外４名提出、衆法第 16号） 

  国家公務員の労働関係に関する法律案（津村啓介君外４名提出、衆法第 17号） 

  公務員庁設置法案（津村啓介君外４名提出、衆法第 18号） 

・菅国務大臣、稲田国務大臣、後藤田内閣府副大臣、葉梨財務大臣政務官、原人事院総裁及び政府参考人並びに提出者

後藤祐一君（民主）及び大熊利昭君（みんな）に対し質疑を行いました。 



本ニュースは、速報性を重視した概要版として事務局において作成しているものです。 

詳細な内容については会議録を御参照ください。 
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松 田   学君（維新） 

・国家公務員の天下りのあっせんを行った場合、懲戒処分

に付されることになっているが、刑事罰を課すべきでは

ないか。稲田国務大臣の所見を伺いたい。 

・現在、国家公務員には、関係者との交流等について様々

な制約が課されているが、官民人材交流を進めるために、

この制約を見直す必要があるのではないか。稲田国務大

臣の所見を伺いたい。 

 

大 熊 利 昭君（みんな） 

・政府案において、内閣人事局は国家公務員の総人件費の

基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案等

をつかさどることとなるが、これらの機能に加えて、財

務省が所掌している人件費の配分及び調整の機能も内閣

人事局に移管する方が、行政の効率化に資すると考える

が、葉梨財務大臣政務官の見解を伺いたい。 

・本年 11月 29 日に行われた前回の内閣委員会において、

いくつかの省庁における政官接触に関する記録の様式を

提出するよう求めたが、いまだに提出されていない。本

件はどのような状況になっているのか、提出されていな

い理由などを政府に伺いたい。 

 

村 上 史 好君（生活） 

・議員立法の国家公務員法等改正案等（衆法第 10 号及び

15 号）においては、幹部職員の特別降任について規定さ

れているが、本制度の必要性について提出者に伺いたい。 

・自律的労使関係制度については、今回の政府案には盛り

込まれていないが、国家公務員制度改革基本法の規定に

則って措置を講じるべきである。自律的労使関係制度の

措置に係る今後のスケジュール等について国民に示すべ

きであると考えるが、稲田国務大臣の見解を伺いたい。 

 


